
パブリックコメント（意見公募）の実施結果について 

 

・ 案 件 名  伊東市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に

関する条例（案） 

・ 実 施 機 関  平成２７年９月１０日（木）～平成２７年１０月９日（金） 

・ 担 当 課  庶務課 

・ 意見提出数  １人・２件 

・ 頂いたご意見の内容と市の考え方 

受付

番号 
頁 意見内容 市の考え方 

１ ２ 

独自利用については、番号法施行後の状況を見極め

た上で行った方が良いのではないか。また、独自利

用をしても、市民の利便性が向上されるわけではな

いと推測できるので、独自利用をしなくとも、市民

の不利益とならないのではないか。 

番号法において個人番号の独自利用とは、番号法別表に規

定する以外の事務について個人番号を利用すること（パブ

リックコメントでは単に「独自利用」としています。以下

このことを「独自利用」といいます。）のほか、本市が保

有する特定個人情報（個人番号をその内容に含む個人情報

をいいます。）を同表の例により利用すること等（これを

「庁内連携」といいます。）も含みます。このため、庁内

連携を行うには、番号法の施行時に条例を制定する必要が



あります。また、番号法は、個人の番号の利用により一層

の国民の利便性の向上や行政事務の効率化に資するため制

定されました。このため、個人番号の利用が開始されると

ともに、本市においても個人番号を利用することにより、

市民の利便性の向上や行政の効率化が図れるものとの考え

から、本条例を制定するものです。 

２ ２ 

条例（案）の例示が不明瞭であり、独自利用事務を

全て列挙するべきではないか。 

独自利用の範囲は、番号法において「福祉、保健若しくは

医療その他の社会保障、地方税又は防災に関する事務その

他これらに類する事務」としており、その検討事務が広範

となり、また、条例案を議会に上程するまでに更に検討を

要することから、全てをお示しすることは困難であり、パ

ブリックコメントでは独自利用についての考え方を示した

ものです。 

 


